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独立行政法人通則法改正法案の概要 

平成２０年４月 

内 閣 官 房 

Ⅰ．改正目的 

制度導入以来７年を経過し、制度を原点に立ち返って見直し、独立行政法人のガバナン

スを抜本的に強化するなど、所要の措置を講ずるものとする。 

Ⅱ．改正事項の概要 

１．評価機関の一元化 

（１）新たな独立行政法人評価委員会の設置 

① 独立行政法人の評価機能を一元化し、新たに総務省に置く独立行政法人評価委員

会（以下「評価委」という。）に担わせることとする。（各府省独立行政法人評価委

員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会は廃止。） 

② 評価委の委員は委員 18 人とし、内閣総理大臣が任命するものとする。 

③ 評価委は、関係行政機関の長又は独立行政法人の長若しくは監事に資料提出等必

要な協力を求め、また、自ら、必要な調査をすることができることとする。 

（２）毎年度の実績評価及び中期目標の期間の終了時に行う事務・事業の見直しの再構築

並びに内閣によるガバナンスの強化 

① 独立行政法人は、毎事業年度終了後、当該事業年度の業務実績、中期計画の進捗

状況等について、自己評価を付した報告書を提出して、評価委の評価を受けなけれ

ばならないこととする。報告書の提出は主務大臣を経由して行うものとし、主務大

臣は、必要な意見を添付することとする。 

② 評価委は、中期目標を達成するために独立行政法人が当面講ずべき措置や中期目

標期間終了時までに講ずべき措置について主務大臣に勧告することができること

とする。また、評価結果の独立行政法人及び主務大臣への通知、評価結果及び勧告

内容の内閣総理大臣への報告を行うこととする。 

③ 主務大臣は、評価委が勧告を行った場合、中期目標を達成するために独立行政法

人が当面講ずべき措置を指示することができることとする。また、中期目標の期間

の終了時までに、独立行政法人に関し所要の措置を講ずるものとする。 

④ 評価委は、特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、②の勧告事項

について内閣法の規定による措置がとられるよう意見具申することができること

とする。 

⑤ 上記措置に併せ、主務大臣の業務方法書、短期借入金等の認可、財務諸表の承認

等に際して行われていた各府省の独立行政法人評価委員会への意見聴取手続は、評

価委については設けないこととする。 

２．役員人事の一元化、人事への評価の活用等 

（１）主務大臣は、法人の長及び監事の任命に当たっては、再任等一定の場合を除き、公

募を活用する等広く候補者を求めることとする。 

これらの者の任命に際しては、公募の状況、任命等の理由等、考慮した評価結果等

を記載した書面を内閣に提出して、内閣の承認を得ることとする。 



（２）評価委は、自らの調査の結果又は評価結果に照らし、法人の長等の解任を勧告でき

ることとする。 

３．監事・会計監査人の職務権限の充実強化、内部統制システム構築の義務付け等 

（１）監事について、独立行政法人の役職員・子法人に対する報告要求権、業務・財産状

況の調査権限を新たに規定（会計監査人についても所要の規定）することとする。 

（２）監事の独立性の強化等のため、大半の個別法において２年とされている任期につい

て、４年を基本として財務諸表の主務大臣承認のときまでに改める。 

（３）独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）を業務方

法書の記載事項として明記することとする。 

４．非特定独法の役職員の再就職規制 

（１）特定独立行政法人以外の独立行政法人（以下「非特定独法」という。）の役職員が密

接関係法人等（営利企業等のうち資本関係、取引関係等において非特定独法と密接な

関係を有するもの）に対して行うあっせんを原則禁止とする。 

（２）現職の役職員が業務に係る法令等違反行為に関して行う求職活動を禁止する。 

（３）再就職者から業務に係る法令等違反行為の働きかけを受けた役職員について法人の

長への届出を義務付ける。 

（４）再就職規制に関して法人の長がとるべき措置等について定める。 

５．保有資産の見直しのための法整備（国庫納付等） 

（１）不要財産の処分義務を規定するとともに、処分計画の中期計画への記載を義務付け

る。 

（２）国費で取得した不要財産の国庫納付を義務付け、国庫返納に伴う減資等について、

所要の規定を設ける。（民間出資等で取得した不要財産の払戻しについても所要の規

定） 

６．その他 

（１）施行日 

政令で定める日（準備が整い次第、順次施行。遅くとも２年を超えない範囲内とす

る。） 

（２）独立行政法人通則法改正法の関係法律の整備に関する法律案について、必要な経過

措置、101 の個別法及び 10 の各府省設置法の定める各府省独立行政法人評価委員会に

関する規定の整理、独立行政法人通則法を準用する 3 法律の整備等について定めるも

のとし、可及的速やかに整備法案をとりまとめ、今国会に提出することとする。 

Ⅲ．今後のスケジュール等 

・ 事務次官等会議 ４月２４日（木）予定 

・ 閣議      ４月２５日（金）予定 

 


